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こんにちは、鉾立です。 

当事務所（弊社）は、行政書士としては個人事業主、経営アドバイザー

＆財産コンサルティング業としては株式会社で事業を行っています。 

もともと株式会社の事業年度は毎年 7 月 1 日～6 月 30 日まででしたが、

昨年、事業年度を 1 月 1 日～12 月 31 日までに変更して、個人事業主の

事業年度と統一しました。 

本事業年度も残すところ 3 ヶ月を切りました。 

追い込みの時期であることを意識して、後手に回らず先手先手でタスク

をこなすように、自分を律して行きたいと思います。 

『公正証書遺言を使用した借地権付建物の相続

手続きサポート』 

今回は、公正証書遺言を使用した借地権付建物

の相続手続きサポート案件をご紹介します。 

御母様とご一緒に借地権付建物で暮らしていら

っしゃった N 様（76 歳）。御父様はすでに他界さ

れており、別居する 4 人の妹弟がいらっしゃいま

した。高齢の御母様の介護をする中で、相続のこ

とで妹弟ともめたくないと考えた N 様は、御母様

に遺言を書くことをご提案されました。N 様の気

持ちを汲んで、御母様は公正証書遺言を作成。そ

の 2 年後に、御母様にご相続が発生しました。遺

言の内容は、借地権付建物は N 様に、金融資産は

4 人の妹弟様に相続させる、というものでした。 

当事務所では、パートナー司法書士と連携して

建物の相続登記をサポートしたほか、地主様への

借地権の相続通知、及び、契約更新に関するアド

バイスをさせていただきました。 

公正証書遺言が遺されているとスムーズに手続

きを行うことができると実感した案件でした。 

＜信用金庫職員様の声＞ 

■「お客様が困っているときに手を届かせるのが

信用金庫」（杉並区 信用金庫 E 様 40 歳） 

――お客様からご相談を受けた経緯についてお聞

かせください。 

＊web でバックナンバーをご覧いただけます。≫  鉾立 事務所  検索 
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地域金融機関の職員様向けニュースレター

顧客相談 
サポート通信

— 顧客相談対応の引き出しを増やし、ビジネスチャンスにつながる情報をお届けします —

※2014 年 10 月現在、都内を中心に 8 金融機関・64 店に本ニュースレターをお届けしています。
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遠方の老人ホームに入っていたお母様がお亡く

なりになったお客様がいらっしゃいました。 

私の方で相続手続きの順序をご説明し、他行の

（預金解約）手続きのことなどをアドバイスさせ

ていただきました。また、詳しくお話を伺ったと

ころ、公正証書遺言があるようでしたので、妹弟

間のこともあるし、顧問の税理士に（遺言の）封

を開けてもらっては、とアドバイスをさせていた

だきました。預金の手続きが終わったところで、

今回更新時期を迎える借地権についても相続手続

きが必要とのことで、専門家を紹介してほしいと

お客様からご相談を受けました。 

――なぜ当事務所を活用しようと思ったのです

か？ 

まず、近くの人で、歩いて行ける距離の人がい

いと思いました。お客様からは、親身になってく

れる人で、できれば、年をとっている方だと今後

のこととか話し合えないから若い人がいい、との

話があったので、一番身近な専門家である鉾立先

生が良いと思ってご紹介をさせていただきまし

た。 

――実際に当事務所の機能をご活用されてみてい

かがでしたか？ 

お客様も喜んでいらっしゃったのでよかったで

す。お客様が困っているときに手を届かせるのが

信用金庫。時間を割いてでも、お客様の相談に乗

ることが私は必要だと思っています。結果として、

今回は年金も（他行から）移していただきました。

行政書士 鉾立榮一朗事務所は、法律手続きの助言・提案・代行を通じ、

お客様の“ハッピーな将来を実現する”お手伝いをしております。

＜主要業務＞ 
■ 個人のお客様 
  遺産相続  遺言書作成  生前贈与  親族間売買 
  貸地･借地   家庭の資金繰りサポート  成年後見   
■ 法人のお客様 
  会社･法人設立 営業許認可手続 資金調達･資金繰り 
  契約書作成  事業承継計画サポート  借入金整理     

■ 中小企業向け 経営アドバイザー ＆ 財産コンサルティング 

◎職員様向け研修会、顧客向け無料相談会・セミナー等の講師 
についてもお気軽にご相談ください。 

本書の著者は、月額 30 万円以上の顧問先が 7 年

以上継続し、自社の顧問先の他にも税理士や独立

系コンサルタントなどに「お金の流れ」を教えて

いる経営コンサルタント。 

「社長に必要なたった 2 つのお金のツボは、①

お金の流れの全体図をビジュアルで理解するこ

と、②判断するための基準を持つこと」であると

し、そのための思考ツールと社長が持つべき「モ

ノサシ」を本書で紹介しています。 

特に、「お金の流れの全体図」は、会社のお金と

個人のお金の流れを理解する上でかなり役に立つ

ツールだと思います。冒頭のような社長からの相

談にも一発回答できますので、ぜひ手に取ってみ

てください。     

『超★ドンブリ経営のすすめ』

／和仁 達也(著) 
ダイヤモンド社 (2013/12/13)  

「いくらぐらいまでなら借入れ

しても大丈夫か？」 「設備投

資をするべきか」 「給与体系

を見直そうと思っていて」…。

このような相談を受けたとき、細かい数字を

持ち出してアドバイスをしたところで経営者は

関心を示さないもの。私も何かすっきりとアド

バイスできるような方法はないものかとずっと

試行錯誤していました。そんなモヤモヤを晴ら

してくれたのが本書、『超★ドンブリ経営のすす

め』です。 

先日、当事務所のパートナー専門家で大のプロレ

スファンの税理士・澤野先生と、元プロレスラー 
キラー･カーンさんが経営する「ちゃんこ居酒屋か

んちゃん」（西新宿 8 丁目）に行ってきました。味

は本格派で、どの料理もとても美味しかったです。

もっとも、一番の醍醐味はカーンさん本人（デカ

い！）とプロレス談義が出来ること。帰りは記念

撮影にも快く応じて頂き、大満足の夜でした。（笑）
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＜編集後記＞ 

※営業店異動の際は、お手数ですが当事務所までご一報ください！ 

9:00～20:00
土日祝休

相談業務に役立つ小冊子

『間違いのない遺言書

の書き方 ５つのチェッ

クポイント』 

無料進呈中お気軽に 
ご連絡ください! 

＜サポート事例＞

宅地建物取引業免許 東京都知事（1）第 94647 号

□財産の問題で困っているお客様がいる 

□経営の問題で困っているお客様がいる 

□お客様の問題を解決して、融資につなげたい 

＜書籍紹介＞ 


